
 

 

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的に BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。 

●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証す

るものではありません。●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 

2011 年 11 月 29 日 

 

 

BNY メロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型） 

ブラジルレアルコース 

2011 年 11 月 28 日における基準価額変動について 

 

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 

 

 

2011 年 11 月 28 日、BNY メロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル

コースの基準価額が前日比 5％以上下落いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 

2011 年 11 月 28 日の BNY メロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）ブラジルレア

ルコースの基準価額は 8,722 円となり、前日比▲594 円、6.4％の下落となりました。今回の基準価額

の変動の主な理由は、ファンドの投資対象であるリート市場と通貨の下落でした。 

 

欧州債務問題は、対応を協議する側にあるドイツやフランスの市場にも波及してきており、投資家の

リスク回避姿勢が更に強まり、世界のリート市場は 11 月 22 日～25 日にかけて全般に下落しました。

特に 11 月 23 日にドイツが実施した 10 年物国債入札が不調に終わり、ドイツの国債価格が下落した

ことが市場センチメントを悪化させました。さらに為替市場でも、高金利・新興国通貨が軟調な展開と

なり、ブラジル・レアルは 11 月 22 日～25 日にかけ対円で 4%を超える下落となりました。 

 

 

主要指数等の動き 

2011/11/22 2011/11/25 変化率
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index（配当込み、米ドルベース） 2,605.22 2,541.03 -2.5%
Dow Jones Wilshire REIT Index（米ドルベース） 847.15 826.45 -2.4%
FTSE EPRA Euro Zone Public Real Estate Index（ユーロベース） 1,298.78 1,275.00 -1.8%
MSCI World Index（米ドルベース） 1,127.25 1,097.81 -2.6%

出所：Bloomberg 

 

2011/11/22 2011/11/25 変化率
豪ドル（対円） 76.04 74.94 -1.4%
ブラジル・レアル（対円） 42.54 40.79 -4.1%
トルコ・リラ（対円） 41.84 41.12 -1.7%
インドネシア・ルピア（対円） 0.0085 0.0085 -0.1%
米ドル（対円） 76.92 77.42 0.7%

当ファンドの主要投資対象である BNY メロン・グローバル REIT・ファンドの純資産価格算出時に使用

されるレートです。 
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＜ファンドのリスク＞ 
 当ファンドは、国内外の投資信託証券を主要投資対象としていますので、投資する投資信託証券の基準価額

の変動により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。 
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還金額が投資元本を下回り、

損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。

当ファンドは、預貯金とは異なります。また、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 
 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「リートの価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧下さい。 
 
＜お客様にご負担いただく費用＞ 

 
ファンドの費用 

 
 

投資家が直接的に負担する費用 
 

購入時手数料 

 
［各ファンド（マネープールファンドを除く。）］ 

3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める手数料率を、購入申込受付日の翌営業
日の基準価額(当初申込期間中は、1万口＝1万円)に乗じて得た額となります。 

［マネープールファンド］ ： ありません。 
※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。 
 

信託財産留保額 

 
［各ファンド（マネープールファンドを除く。）］ 

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じて得た額とします。 
［マネープールファンド］ ： ありません。 
 

 
投資家が信託財産で間接的に負担する費用 

 
 

各ファンド（マネープールファンドを除く。） 
 

各ファンドの 
運用管理費用 
（信託報酬） 

 
毎日、信託財産の純資産総額に年0.9765％（税抜 年0.93％）の率を乗じて得た額とします。 
運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 
運用管理費用（信託報酬）の配分は、以下のとおりです。 
 

合計 年0.9765％（税抜0.93％） 

（委託会社） 年0.3150％（税抜0.30％） 

（販売会社） 年0.6300％（税抜0.60％） 

（受託会社） 年0.0315％（税抜0.03％） 
 
 

投資対象とする 
投資信託証券の 
管理報酬等 

 
・ＢＮＹメロン・グローバルＲＥＩＴ・ファンド（各クラス） 
・・・・純資産総額に対して年率0.81％ 

・ＢＮＹメロン・マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用） 
・・・・純資産総額に対して年率0.0315％（税抜0.03％）～0.1575％（税抜0.15％） 

 

実質的な負担 

 
年率1.7865％程度（概算） 
※信託報酬のうち、受託会社報酬および管理事務代行会社報酬、保管銀行報酬には年間最低報酬額が定めら

れており、純資産総額や資産構成によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 
 

その他費用・ 
手数料 

 
監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等の管理、運営にかかる費用、
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建
資産の保管費用等が、信託 財産より支払われます。 
（注）この他に、投資対象とする投資信託証券においても、上記費用に類する費用がかかります。 
◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができ

ません。 
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マネープールファンド 
 

ファンドの 
運用管理費用 
（信託報酬） 

 
前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの信託報酬率について、当該前月の最終営
業日の2営業日前の3ヵ月もの短期国庫債券の金利水準に応じた次に掲げる率とします。 
運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。 
〔3ヵ月もの短期国庫債券金利水準と信託報酬率〕 
 

3ヵ月もの短期国庫債券
金利水準 

0.105%未満の場合
0.105%以上 

0.25%未満の場合
0.25%以上の場合 

合計 
年0.0315% 

（税抜0.03%） 
年0.1050% 

（税抜0.10%） 
年0.1575% 

（税抜0.15%） 

（委託会社） 
年0.0105% 

（税抜0.01%） 
年0.0420% 

（税抜0.04%） 
年0.0630% 

（税抜0.06%） 

（販売会社） 
年0.0105% 

（税抜0.01%） 
年0.0420% 

（税抜0.04%） 
年0.0735% 

（税抜0.07%） 

（受託会社） 
年0.0105% 

（税抜0.01%） 
年0.0210% 

（税抜0.02%） 
年0.0210% 

（税抜0.02%） 
 
 

その他費用・ 
手数料 

 
監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する
費用、外貨建資産の保管費用、借入金利息、租税等が、信託財産より支払われます。 
◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示するこ

とができません。 
 

 
 

● 設定・運用は 

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 406 号 

〔加入協会〕社団法人 投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会 
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